
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

機能訓練担当職員

兼
務

有
・
無

専
従

児童発達支援管理責任者

兼
務

看
護
師兼
務

専
従

専
従

保
育
士兼
務

嘱
託
医兼
務

指
導
訓
練
室

専
従

専
従

指
導
員兼
務

児
童
指
導
員

兼
務

専
従

専
従

従
業
者
の
職
種
・
員
数

常
勤
（
人
）

非
常
勤
（
人
）

備
考

基
準
上
の
必
要
人
数
（
人
）

常
勤
（
人
）

非
常
勤
（
人
）

備
考

基
準
上
の
必
要
人
数
（
人
）

設
備

従
業
者
数

従
業
者
数

を
」

機能訓練担当職員

兼
務

専
従

児童発達支援管理責任者

兼
務

専
従

保
育
士兼
務

専
従

児
童
指
導
員

兼
務

専
従

従
業
者
の
職
種
・
員
数

常
勤
（
人
）

非
常
勤
（
人
）

備
考

基
準
上
の
必
要
人
数
（
人
）

従
業
者
数

規

則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
規

則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
三
号

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
五
十
六
号
様
式
の
五
の
注
２
中
「市

福
祉
事
務
所
長
、
町
村
長
、
大
分
県
福
祉
保
健
部
高
齢
者
福
祉

課
長
又
は
保
健
所
長
の
発
行
す
る

」
を
削
る
。

第
五
十
七
号
様
式
の
五
の
五
中
「学

校
法
人
名

」
を
「法

人
名

」
に
、
「学

校
を
設
置
す
る
学
校
法

人

」
を
「学

校
又
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
者

」
に
、
「又

は
幼
児

」
を

「若
し
く
は
幼
児
又
は
園
児

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
号
様
式
の
二
の
付
表
四
中

「「

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
一

三
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



障害福祉サービス経験者
指
導
員

嘱
託
医

看
護
師

専
従
兼
務
専
従
兼
務
専
従
兼
務
専
従
兼
務

従
業
者
数

常
勤
（
人
）

非
常
勤
（
人
）

備
考

基
準
上
の
必
要
人
数
（
人
）

設
備

指
導
訓
練
室

有
・
無

に
改

」

看
護
師

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
経
験
者

専
従

※
兼
務

専
従

※
兼
務

看
護
師

専
従

※
兼
務

を

に
改
め

」

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

め
、
同
様
式
の
付
表
六
（
そ
の
二
）
中

「

「

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
営
規
程
に
定
め
る
事
項
）

第
四
十
九
条
の
二

条
例
第
百
八
十
三
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
重
要
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

三

営
業
日
及
び
営
業
時
間

四

利
用
定
員

五

指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
内
容
（
生
産
活
動
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
支
給
決
定
障
害

者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額

六

指
定
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
内
容
（
生
産
活
動
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
賃
金
及
び
条
例
第
百

七
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
工
賃
並
び
に
利
用
者
の
労
働
時
間
及
び
作
業
時
間

七

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域

八

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

九

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

十

非
常
災
害
対
策

十
一

事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
当
該
障
害
の
種
類

十
二

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
三

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



第
五
十
条
中
「
、
第
十
九
条
」
及
び
「
、
第
十
九
条
中
「
第
九
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
九
十
条
」
と
」
を
削
る
。

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二

十
五
年
大
分
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
七
章
中
第
十
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
営
規
程
に
定
め
る
事
項
）

第
十
七
条
の
二

条
例
第
七
十
一
条
の
二
の
規
則
で
定
め
る
重
要
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

三

営
業
日
及
び
営
業
時
間

四

利
用
定
員

五

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
内
容
（
生
産
活
動
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
利
用
者
か
ら
受
領
す

る
費
用
の
種
類
及
び
そ
の
額

六

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
内
容
（
生
産
活
動
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
賃
金
及
び
条
例
第
七
十
九

条
第
三
項
に
規
定
す
る
工
賃
並
び
に
利
用
者
の
労
働
時
間
及
び
作
業
時
間

七

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域

八

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

九

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

十

非
常
災
害
対
策

十
一

事
業
の
主
た
る
対
象
と
す
る
障
害
の
種
類
を
定
め
た
場
合
に
は
当
該
障
害
の
種
類

十
二

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
三

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
二
十
条
中
「
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
を
「
、
第
六
条
及
び
第
七
条
」
に
改
め
、
「
、
第
八

条
中
「
第
三
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
六
条
と
」
を
削

る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
八

年
大
分
県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「指

定
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
・
生
活
介
護
事
業
所

」
を
「生

活
介
護
事
業
所
・

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所
・
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三


